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令和５年４月から

入院患者への告知に関する見直し

家族が虐待等の加害者である場合の対応

新規申請に向けた指定医研修会の有効期間

⚫ 以下の入院措置を行う患者への告知について、患者本人だけでなくその家族にも告知する。

・ 措置入院（緊急措置入院）：措置診察のための通知を行った家族等に対し告知

・ 医療保護入院：同意を行った家族等に対し告知

⚫ 従来からの「入院措置を採ること」「退院請求に関すること」に加えて、「入院措置を採る

理由」も告知することとなる。

⚫ 医療保護入院の同意や退院請求を行うことができる「家族等」からDVや虐待の加害者を除く。

⚫ 市町村長は同意の事務に関して、関係機関等に必要な事項を照会できる。

⚫ 当該家族が唯一の家族である場合、医療機関は市町村長同意の申請ができるようになる。

⚫ 指定医研修会を受講したあと、３年以内であれば指定医の申請が可能（現行は１年以内 ）。
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